
 

　　　　＊ は運転技能検査の対象となる違反にも該当します。

　　　　　　　臨時認知機能検査と臨時高齢者講習

７５歳以上で一定の違反を行うと、臨時認知機能検査を受けることになり、そ

の結果認知機能の低下が見られた場合には、医師の診断書の提出や臨時高

齢者講習を受けることになります。

信号無視 通行禁止違反 通行区分違反

横断等禁止違反 進路変更禁止違反 しゃ断踏切立入り等

交差点右左折等

方法違反 指定通行区分違反
環状交差点左折等

方法違反

優先道路通行車

妨害等
交差点優先車妨害

環状交差点通行車

妨害等

横断歩道等における

横断歩行者等妨害

横断歩道のない交差点に

おける横断歩行者妨害
徐行場所違反

指定場所

一時不停止等
合図不履行 安全運転義務違反

臨時認知機能検査 （手数料１，０５０円）

①見た絵を覚え、どんな絵だったかを答える。

②年月日、曜日、時刻を答える。

＊通知を受けてから１ヶ月以内に受検しないと免許の停止処分や取消し処分を受けます。

医師の診断書提出

認知症と診断

認知症のおそれ

あり

認知症ではない

認知症のおそれ

なし
免許継続

臨時高齢者講習（実車あり）
講習：２時間

講義・運転適性検査 １時間

実車指導 １時間

手数料：標準額 ６，４５０円

※手数料は、自動車学校により異なる場合があります。

※令和７年３月２４日以降は、標準額が６，６００円になります。

臨時高齢者講習（実車なし）
講習：１時間（講義・運転適性検査）

手数料：標準額 ２，９００円

※普通自動車対応免許を更新される方は、実車指導がある

講習を受ける必要があります。

※手数料は、自動車学校により異なる場合があります。

※令和７年３月２４日以降は、標準額が２，９５０円になります。


